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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像装置であって、
　非接触通信型の携帯式情報記憶装置に記憶されている情報を読み取る読取手段と、
　前記読取手段により読み取った情報のうちの第１の情報を、撮影画像に関連づけて記憶
する制御手段と、
を備え、
　前記携帯式情報記憶装置に記憶されている情報は、公共交通機関の利用記録を含み、
　前記利用記録においては、場所情報と当該場所情報に対応する時刻とが関連づけられて
記憶されており、
　前記制御手段は、前記撮影画像の撮影時刻と前記読取手段により読み取られた前記利用
記録に含まれる時刻情報とに基づいて、前記利用記録にて或る時刻に関連づけられている
場所情報を前記第１の情報として決定することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の撮像装置において、
　前記制御手段は、前記撮影画像の撮影時刻に最も近い時刻の利用記録に関する場所情報
を前記第１の情報として決定することを特徴とする撮像装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の撮像装置において、
　前記制御手段は、前記撮影画像の撮影時刻よりも前であって且つ最も新しい時刻に退場
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した退場駅の情報を、前記撮影画像に関連づけて記憶することを特徴とする撮像装置。
【請求項４】
　撮像装置であって、
　非接触通信型の携帯式情報記憶装置に記憶されている情報を読み取る読取手段と、
　前記読取手段により読み取った情報のうちの第１の情報を、撮影画像に関連づけて記憶
する制御手段と、
を備え、
　前記携帯式情報記憶装置に記憶されている情報は、電子マネーを用いた購入記録を含み
、
　前記購入記録においては、場所情報と当該場所情報に対応する時刻とが関連づけられて
記憶されており、
　前記制御手段は、前記撮影画像の撮影時刻と前記読取手段により読み取られた前記購入
記録に含まれる時刻情報とに基づいて、前記購入記録にて或る時刻に関連づけられている
場所情報を前記第１の情報として決定することを特徴とする撮像装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の撮像装置において、
　前記制御手段は、前記撮影画像の撮影時刻に最も近い時刻の購入記録に関する場所情報
を前記第１の情報として決定することを特徴とする撮像装置。
【請求項６】
　撮像システムであって、
　非接触通信型の携帯式情報記憶装置と、
　撮像装置と、
を備え、
　前記撮像装置は、
　　前記携帯式情報記憶装置に記憶されている情報を読み取る読取手段と、
　　前記読取手段により読み取った情報のうちの第１の情報を撮影画像に関連づけて記憶
する制御手段と、
を有し、
　前記携帯式情報記憶装置に記憶されている情報は、公共交通機関の利用記録を含み、
　前記利用記録においては、場所情報と当該場所情報に対応する時刻とが関連づけられて
記憶されており、
　前記制御手段は、前記撮影画像の撮影時刻と前記読取手段により読み取られた前記利用
記録に含まれる時刻情報とに基づいて、前記利用記録にて或る時刻に関連づけられている
場所情報を前記第１の情報として決定することを特徴とする撮像システム。
【請求項７】
　撮像システムであって、
　非接触通信型の携帯式情報記憶装置と、
　撮像装置と、
を備え、
　前記撮像装置は、
　　前記携帯式情報記憶装置に記憶されている情報を読み取る読取手段と、
　　前記読取手段により読み取った情報のうちの第１の情報を撮影画像に関連づけて記憶
する制御手段と、
を有し、
　前記携帯式情報記憶装置に記憶されている情報は、電子マネーを用いた購入記録を含み
、
　前記購入記録においては、場所情報と当該場所情報に対応する時刻とが関連づけられて
記憶されており、
　前記制御手段は、前記撮影画像の撮影時刻と前記読取手段により読み取られた前記購入
記録に含まれる時刻情報とに基づいて、前記購入記録にて或る時刻に関連づけられている
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場所情報を前記第１の情報として決定することを特徴とする撮像システム。
【請求項８】
　請求項６または請求項７に記載の撮像システムにおいて、
　前記携帯式情報記憶装置は、非接触型ＩＣカードであることを特徴とする撮像システム
。
【請求項９】
　請求項６または請求項７に記載の撮像システムにおいて、
　前記携帯式情報記憶装置は、記憶領域を有するＩＣチップを内蔵した携帯電話機であっ
て前記撮像装置との非接触通信が可能な携帯電話機であることを特徴とする撮像システム
。
【請求項１０】
　電子機器であって、
　非接触通信型の携帯式情報記憶装置に記憶されている情報を読み取る読取手段と、
　前記読取手段により読み取った情報のうちの第１の情報を撮影画像に関連づけて記憶す
る制御手段と、
を備え、
　前記携帯式情報記憶装置に記憶されている情報は、公共交通機関の利用記録を含み、
　前記利用記録においては、場所情報と当該場所情報に対応する時刻とが関連づけられて
記憶されており、
　前記制御手段は、前記撮影画像の撮影時刻と前記読取手段により読み取られた前記利用
記録に含まれる時刻情報とに基づいて、前記利用記録にて或る時刻に関連づけられている
場所情報を前記第１の情報として決定することを特徴とする電子機器。
【請求項１１】
　電子機器であって、
　非接触通信型の携帯式情報記憶装置に記憶されている情報を読み取る読取手段と、
　前記読取手段により読み取った情報のうちの第１の情報を撮影画像に関連づけて記憶す
る制御手段と、
を備え、
　前記携帯式情報記憶装置に記憶されている情報は、電子マネーを用いた購入記録を含み
、
　前記購入記録においては、場所情報と当該場所情報に対応する時刻とが関連づけられて
記憶されており、
　前記制御手段は、前記撮影画像の撮影時刻と前記読取手段により読み取られた前記購入
記録に含まれる時刻情報とに基づいて、前記購入記録にて或る時刻に関連づけられている
場所情報を前記第１の情報として決定することを特徴とする電子機器。
【請求項１２】
　撮影画像管理システムであって、
　非接触通信型の携帯式情報記憶装置と、
　電子機器と、
を備え、
　前記電子機器は、
　　前記携帯式情報記憶装置に記憶されている情報を読み取る読取手段と、
　　前記読取手段により読み取った情報のうちの第１の情報を撮影画像に関連づけて記憶
する制御手段と、
を有し、
　前記携帯式情報記憶装置に記憶されている情報は、公共交通機関の利用記録を含み、
　前記利用記録においては、場所情報と当該場所情報に対応する時刻とが関連づけられて
記憶されており、
　前記制御手段は、前記撮影画像の撮影時刻と前記読取手段により読み取られた前記利用
記録に含まれる時刻情報とに基づいて、前記利用記録にて或る時刻に関連づけられている
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場所情報を前記第１の情報として決定することを特徴とする撮影画像管理システム。
【請求項１３】
　撮影画像管理システムであって、
　非接触通信型の携帯式情報記憶装置と、
　電子機器と、
を備え、
　前記電子機器は、
　　前記携帯式情報記憶装置に記憶されている情報を読み取る読取手段と、
　　前記読取手段により読み取った情報のうちの第１の情報を撮影画像に関連づけて記憶
する制御手段と、
を有し、
　前記携帯式情報記憶装置に記憶されている情報は、電子マネーを用いた購入記録を含み
、
　前記購入記録においては、場所情報と当該場所情報に対応する時刻とが関連づけられて
記憶されており、
　前記制御手段は、前記撮影画像の撮影時刻と前記読取手段により読み取られた前記購入
記録に含まれる時刻情報とに基づいて、前記購入記録にて或る時刻に関連づけられている
場所情報を前記第１の情報として決定することを特徴とする撮影画像管理システム。
【請求項１４】
　コンピュータに、
　a)非接触通信型の携帯式情報記憶装置に記憶されている情報を読み取る工程と、
　b)前記工程a)で読み取った情報のうちの第１の情報を撮影画像に関連づけて記憶する工
程と、
を実行させるためのプログラムであって、
　前記携帯式情報記憶装置に記憶されている情報は、公共交通機関の利用記録を含み、
　前記利用記録においては、場所情報と当該場所情報に対応する時刻とが関連づけられて
記憶されており、
　前記工程b)においては、前記撮影画像の撮影時刻と前記読取手段により読み取られた前
記利用記録に含まれる時刻情報とに基づいて、前記利用記録にて或る時刻に関連づけられ
ている場所情報が前記第１の情報として決定されることを特徴とするプログラム。
【請求項１５】
　コンピュータに、
　a)非接触通信型の携帯式情報記憶装置に記憶されている情報を読み取る工程と、
　b)前記工程a)で読み取った情報のうちの第１の情報を撮影画像に関連づけて記憶する工
程と、
を実行させるためのプログラムであって、
　前記携帯式情報記憶装置に記憶されている情報は、電子マネーを用いた購入記録を含み
、
　前記購入記録においては、場所情報と当該場所情報に対応する時刻とが関連づけられて
記憶されており、
　前記工程b)においては、前記撮影画像の撮影時刻と前記読取手段により読み取られた前
記購入記録に含まれる時刻情報とに基づいて、前記購入記録にて或る時刻に関連づけられ
ている場所情報が前記第１の情報として決定されることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮影画像に対して当該撮影画像に関する情報を付加する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラなどの撮像装置においては、撮影画像の整理および／または検索のため
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に、当該撮影画像に対して例えば撮影時刻などの付加情報が付加されて記憶されている。
【０００３】
　このような付加情報としては、撮影時刻だけでなく、撮影場所に関する情報をも記録し
ておくことが好ましい。
【０００４】
　撮影場所に関する情報を記録しておく技術としては、ＧＰＳ（Global Positioning Sys
tem）ユニットを接続することなどによって、撮影場所を画像ファイルに記録しておく技
術が存在する。
【０００５】
　しかしながら、ＧＰＳユニットは比較的高価であるため、コスト等を考慮すると、ＧＰ
Ｓユニットを実際の撮像装置等に搭載することは必ずしも十分な技術ではない。
【０００６】
　そこで、ＧＰＳユニットを用いることなく、撮影場所の情報を画像ファイルに簡易に記
録する技術が提案されている（特許文献１，２等参照）。
【０００７】
　例えば、特許文献１では、各撮影場所に予め設置された情報送信装置（無線タグ）から
送信される情報を撮像装置が受信し、当該受信した撮影場所などの情報を撮像装置が画像
データに付加して記録することが示されている。
【０００８】
　また、特許文献２では、カーナビゲーション装置と撮像装置とを連携させ、撮像装置に
よる撮影場所の住所情報をカーナビゲーション装置が受信し、受信された住所情報が撮影
場所に関する情報として画像データに対応づけて記録されることが示されている。
【０００９】
【特許文献１】特開２００５－２１７４７９号公報
【特許文献２】特開２００６－２８７７４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特許文献１では情報送信装置が撮影場所に予め設置されていることが前
提となるため、このような撮影場所以外の撮影場所では、撮影場所に関する情報を付加す
ることができない。すなわち、当該技術を適用できる状況が限定されている。
【００１１】
　また、特許文献２では、カーナビゲーション装置を搭載した自動車を使用している状況
では利用することが可能であるが、これ以外の状況においては適用できない。すなわち、
特許文献２に記載の技術を適用できる状況も限定されている。
【００１２】
　そこで、この発明の課題は、簡易に撮影画像に情報を付加することが可能であり、且つ
、様々な状況において撮影画像に情報を付加することが可能な技術を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の第１の側面は、撮像装置であって、非接触通信型の携帯式情報記憶装置に記憶
されている情報を読み取る読取手段と、前記読取手段により読み取った情報のうちの第１
の情報を、撮影画像に関連づけて記憶する制御手段とを備え、前記携帯式情報記憶装置に
記憶されている情報は、公共交通機関の利用記録を含み、前記利用記録においては、場所
情報と当該場所情報に対応する時刻とが関連づけられて記憶されており、前記制御手段は
、前記撮影画像の撮影時刻と前記読取手段により読み取られた前記利用記録に含まれる時
刻情報とに基づいて、前記利用記録にて或る時刻に関連づけられている場所情報を前記第
１の情報として決定するものである。
　本発明の第２の側面は、撮像装置であって、非接触通信型の携帯式情報記憶装置に記憶
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されている情報を読み取る読取手段と、前記読取手段により読み取った情報のうちの第１
の情報を、撮影画像に関連づけて記憶する制御手段とを備え、前記携帯式情報記憶装置に
記憶されている情報は、電子マネーを用いた購入記録を含み、前記購入記録においては、
場所情報と当該場所情報に対応する時刻とが関連づけられて記憶されており、前記制御手
段は、前記撮影画像の撮影時刻と前記読取手段により読み取られた前記購入記録に含まれ
る時刻情報とに基づいて、前記購入記録にて或る時刻に関連づけられている場所情報を前
記第１の情報として決定するものである。
【００１４】
　本発明の第３の側面は、撮像システムであって、非接触通信型の携帯式情報記憶装置と
、撮像装置とを備え、前記撮像装置は、前記携帯式情報記憶装置に記憶されている情報を
読み取る読取手段と、前記読取手段により読み取った情報のうちの第１の情報を撮影画像
に関連づけて記憶する制御手段とを有し、前記携帯式情報記憶装置に記憶されている情報
は、公共交通機関の利用記録を含み、前記利用記録においては、場所情報と当該場所情報
に対応する時刻とが関連づけられて記憶されており、前記制御手段は、前記撮影画像の撮
影時刻と前記読取手段により読み取られた前記利用記録に含まれる時刻情報とに基づいて
、前記利用記録にて或る時刻に関連づけられている場所情報を前記第１の情報として決定
するものである。
　本発明の第４の側面は、撮像システムであって、非接触通信型の携帯式情報記憶装置と
、撮像装置とを備え、前記撮像装置は、前記携帯式情報記憶装置に記憶されている情報を
読み取る読取手段と、前記読取手段により読み取った情報のうちの第１の情報を撮影画像
に関連づけて記憶する制御手段とを有し、前記携帯式情報記憶装置に記憶されている情報
は、電子マネーを用いた購入記録を含み、前記購入記録においては、場所情報と当該場所
情報に対応する時刻とが関連づけられて記憶されており、前記制御手段は、前記撮影画像
の撮影時刻と前記読取手段により読み取られた前記購入記録に含まれる時刻情報とに基づ
いて、前記購入記録にて或る時刻に関連づけられている場所情報を前記第１の情報として
決定するものである。
【００１５】
　本発明の第５の側面は、電子機器であって、非接触通信型の携帯式情報記憶装置に記憶
されている情報を読み取る読取手段と、前記読取手段により読み取った情報のうちの第１
の情報を撮影画像に関連づけて記憶する制御手段とを備え、前記携帯式情報記憶装置に記
憶されている情報は、公共交通機関の利用記録を含み、前記利用記録においては、場所情
報と当該場所情報に対応する時刻とが関連づけられて記憶されており、前記制御手段は、
前記撮影画像の撮影時刻と前記読取手段により読み取られた前記利用記録に含まれる時刻
情報とに基づいて、前記利用記録にて或る時刻に関連づけられている場所情報を前記第１
の情報として決定するものである。
　本発明の第６の側面は、電子機器であって、非接触通信型の携帯式情報記憶装置に記憶
されている情報を読み取る読取手段と、前記読取手段により読み取った情報のうちの第１
の情報を撮影画像に関連づけて記憶する制御手段とを備え、前記携帯式情報記憶装置に記
憶されている情報は、電子マネーを用いた購入記録を含み、前記購入記録においては、場
所情報と当該場所情報に対応する時刻とが関連づけられて記憶されており、前記制御手段
は、前記撮影画像の撮影時刻と前記読取手段により読み取られた前記購入記録に含まれる
時刻情報とに基づいて、前記購入記録にて或る時刻に関連づけられている場所情報を前記
第１の情報として決定するものである。
【００１６】
　本発明の第７の側面は、撮影画像管理システムであって、非接触通信型の携帯式情報記
憶装置と、電子機器とを備え、前記電子機器は、前記携帯式情報記憶装置に記憶されてい
る情報を読み取る読取手段と、前記読取手段により読み取った情報のうちの第１の情報を
撮影画像に関連づけて記憶する制御手段とを有し、前記携帯式情報記憶装置に記憶されて
いる情報は、公共交通機関の利用記録を含み、前記利用記録においては、場所情報と当該
場所情報に対応する時刻とが関連づけられて記憶されており、前記制御手段は、前記撮影
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画像の撮影時刻と前記読取手段により読み取られた前記利用記録に含まれる時刻情報とに
基づいて、前記利用記録にて或る時刻に関連づけられている場所情報を前記第１の情報と
して決定するものである。
　本発明の第８の側面は、撮影画像管理システムであって、非接触通信型の携帯式情報記
憶装置と、電子機器とを備え、前記電子機器は、前記携帯式情報記憶装置に記憶されてい
る情報を読み取る読取手段と、前記読取手段により読み取った情報のうちの第１の情報を
撮影画像に関連づけて記憶する制御手段とを有し、前記携帯式情報記憶装置に記憶されて
いる情報は、電子マネーを用いた購入記録を含み、前記購入記録においては、場所情報と
当該場所情報に対応する時刻とが関連づけられて記憶されており、前記制御手段は、前記
撮影画像の撮影時刻と前記読取手段により読み取られた前記購入記録に含まれる時刻情報
とに基づいて、前記購入記録にて或る時刻に関連づけられている場所情報を前記第１の情
報として決定するものである。
【００１７】
　本発明の第９の側面は、コンピュータに、a)非接触通信型の携帯式情報記憶装置に記憶
されている情報を読み取る工程と、b)前記工程a)で読み取った情報のうちの第１の情報を
撮影画像に関連づけて記憶する工程とを実行させるためのプログラムであって、前記携帯
式情報記憶装置に記憶されている情報は、公共交通機関の利用記録を含み、前記利用記録
においては、場所情報と当該場所情報に対応する時刻とが関連づけられて記憶されており
、前記工程b)においては、前記撮影画像の撮影時刻と前記読取手段により読み取られた前
記利用記録に含まれる時刻情報とに基づいて、前記利用記録にて或る時刻に関連づけられ
ている場所情報が前記第１の情報として決定されるプログラムである。
　本発明の第１０の側面は、コンピュータに、a)非接触通信型の携帯式情報記憶装置に記
憶されている情報を読み取る工程と、b)前記工程a)で読み取った情報のうちの第１の情報
を撮影画像に関連づけて記憶する工程とを実行させるためのプログラムであって、前記携
帯式情報記憶装置に記憶されている情報は、電子マネーを用いた購入記録を含み、前記購
入記録においては、場所情報と当該場所情報に対応する時刻とが関連づけられて記憶され
ており、前記工程b)においては、前記撮影画像の撮影時刻と前記読取手段により読み取ら
れた前記購入記録に含まれる時刻情報とに基づいて、前記購入記録にて或る時刻に関連づ
けられている場所情報が前記第１の情報として決定されるプログラムである。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、簡易に撮影画像に情報を付加することが可能であり、且つ、様々な状
況において撮影画像に情報を付加することが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２１】
　　＜１．第１実施形態＞
　　　＜１－１．概要＞
　図１は、撮像システム１００（１００Ａ）を示す図であり、図２は、当該撮像システム
１００の利用態様を示す図である。図２は、撮影画像に対して自動的に電車の乗降駅情報
が付加される様子を示している。
【００２２】
　図１に示すように、撮像システム１００は、デジタルカメラ１０Ａ（撮像装置）と、携
帯式の非接触型ＩＣカード２０Ａとを備える。非接触型ＩＣカード２０Ａは、非接触通信
型（非接触読取方式などとも称する）の携帯式情報記憶装置の一例である。この非接触通
信型の携帯式情報記憶装置としては、「Ｆｅｌｉｃａ」（商標）、などが広く使用されて
いる。
【００２３】
　非接触型ＩＣカード２０Ａには、情報の記憶処理および通信処理を制御するＩＣチップ
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２１が組み込まれており、課金情報の記録処理等を実行することが可能である。また、非
接触型ＩＣカード２０Ａは、通信用のコイル（通信手段）をさらに備えている。後述する
ように、非接触型ＩＣカード２０Ａとデジタルカメラ１０Ａのカードリーダ１８との通信
によって、非接触型ＩＣカード２０Ａ内の情報がデジタルカメラ１０Ａへと読み出される
。
【００２４】
　なお、非接触型ＩＣカード２０Ａは、読取装置側の電気的接点との物理的接触を要さず
、非接触で読取装置（カードリーダ１８等）との通信（すなわち無線通信）が可能である
。非接触型ＩＣカードは、接触型ＩＣカード（電気的接点を有し、読取装置の電気的接点
との物理的接触を伴う通信により情報の読み出し等が行われるもの）と比較して、容易に
情報の読み出し等を行うことが可能である。
【００２５】
　ここでは、非接触型ＩＣカード２０Ａとして、公共交通機関（例えば、鉄道、バス等）
の乗車券として機能するものを例示する。この非接触型ＩＣカード２０Ａには、図３に示
すように、利用年月日、利用時刻、入退場の区別、駅名、残額などの利用情報（利用記録
）が記憶される。このように乗車券として利用可能な非接触型ＩＣカード２０Ａとしては
、近接型（近接通信型）の非接触ＩＣカード、より詳細には、Ｓｕｉｃａ（商標）、ＩＣ
ＯＣＡ（商標）、などが例示される。
【００２６】
　デジタルカメラ１０Ａは、撮影レンズ３と撮像素子（ＣＣＤ等）５と画像処理部６と画
像メモリ７とを有している。撮影レンズ３を介して入射した被写体の像（光像）は、撮像
素子５上で撮像面上において結像し、撮像素子５の光電変換作用により電子データに変換
される。さらに、当該撮像素子５で取得された画像信号に対して、画像処理部６によりＡ
／Ｄ（アナログ／デジタル）変換処理、γ（ガンマ）補正処理およびＷＢ（ホワイトバラ
ンス）処理などの各種の信号処理が施され、画像データが生成される。生成された画像デ
ータは、画像メモリ７内に一時的に記憶されることに加えて、メモリカード９に転送され
て当該メモリカード９にも記憶される。
【００２７】
　また、デジタルカメラ１０Ａは、全体制御部１１と背面モニタ１２と時計ユニット１３
と操作部１４とカードリーダ１８とを備えている。
【００２８】
　背面モニタ（液晶モニタ）１２は、例えばデジタルカメラ１０Ａの背面中央部に設けら
れる。背面モニタ１２は、例えばカラー液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）として構成される。
背面モニタ１２は、撮影条件等を設定するためのメニュー画面を表示すること、および再
生モードにおいてメモリカード９に記録された撮影画像を再生表示することなどが可能で
ある。
【００２９】
　時計ユニット１３は、計時機能を実現するユニットであり、現在時刻等を取得すること
ができる。時計ユニット１３による計時結果に基づいて、各撮影画像の撮影時刻等が定め
られる。
【００３０】
　カードリーダ１８は、カメラボディの例えば下面の近傍に配置されており、上述の非接
触型ＩＣカード２０Ａに記憶されている情報を読み取る読取部（読出部とも称する）とし
て機能する。非接触型ＩＣカード２０Ａ内の情報は、当該非接触型ＩＣカード２０Ａをカ
メラボディの下面に近接するように移動させるとともに軽く接触させる接近操作（カード
タッチ操作とも称する）時においてカードリーダ１８により読み出され、デジタルカメラ
１０Ａの不揮発性メモリ８に一時的に記憶される。また、後述するように、デジタルカメ
ラ１０Ａの「カード情報付加モード」においては、カードリーダ１８によって読み出され
不揮発性メモリ８に記憶されている情報が、撮影時に撮影画像データに付加されて記憶さ
れる。
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【００３１】
　なお、上述の接近操作において非接触型ＩＣカード２０Ａをデジタルカメラ１０Ａの下
面に軽く接触させているのは、デジタルカメラ１０Ａの通信可能距離（例えば数センチメ
ートル～１０数センチメートル程度）以内へと非接触型ＩＣカード２０Ａを十分に近づけ
るためである。すなわち、非接触型ＩＣカード２０Ａとデジタルカメラ１０Ａとの両者間
の通信は、両者の筐体同士の接触を要することなく（すなわち両者が非接触の状態で）実
行され得る。
【００３２】
　操作部１４は、電源ボタン１４１とレリーズボタン１４２とカード読取ボタン１４３と
マルチセレクタ１４４とを含む各種の操作部材を有している。
【００３３】
　電源ボタン１４１は、デジタルカメラ１０Ａのオン状態とオフ状態との間の切り替えを
実現する。
【００３４】
　レリーズボタン１４２は、半押し状態（Ｓ１状態）と全押し状態（Ｓ２状態）の２つの
状態を検出可能な２段階検出ボタンである。レリーズボタン１１が半押しされＳ１状態に
なると、被写体に関する記録用静止画像（本撮影画像）を取得するための準備動作（例え
ば、ＡＦ制御動作およびＡＥ制御動作等）が行われる。また、レリーズボタン１１がさら
に押し込まれてＳ２状態になると、当該本撮影画像の撮影動作（撮像素子５を用いて被写
体像（被写体の光像）に関する露光動作を行い、その露光動作によって得られた画像信号
に所定の画像処理を施す一連の動作）が行われる。
【００３５】
　カード読取ボタン１４３は、カード読取動作の開始を指示するための操作ボタンである
。カード読取ボタン１４３が押下された後の所定の期間（例えば５秒間）においては、カ
ードリーダ１８に電源が供給され、カードリーダ１８による読み取り動作が可能になる。
カード読取ボタン１４３の押下後において、操作者が非接触型ＩＣカード２０Ａをカメラ
ボディの下面側（したがってカードリーダ１８）に接近させると、非接触型ＩＣカード２
０Ａとカードリーダ１８との両者の間で通信が実行される。このような通信（非接触通信
（無線通信））によって、非接触型ＩＣカード２０Ａ内の情報は、カードリーダ１８によ
り読み出され、上述のように、デジタルカメラ１０Ａの不揮発性メモリ８に一時的に記憶
される。
【００３６】
　マルチセレクタ１４４（図１４参照）は、上下左右の４方向の方向ボタンと中央の決定
ボタンとを有している。マルチセレクタ１４４は、背面モニタ１２に表示された設定用画
面と連動することなどによって、各種の設定操作を行うことが可能である。
【００３７】
　全体制御部１１は、マイクロコンピュータとして構成され、ＣＰＵ、メモリ、及びＲＯ
Ｍ（ＥＥＰＲＯＭ）等を備える。全体制御部１０１は、ＲＯＭ内に格納されるソフトウエ
アプログラム（以下、単にプログラムとも称する）を読み出し、当該プログラムをＣＰＵ
で実行することによって、各種機能を実現する。例えば、全体制御部１０１は、カードリ
ーダ１８により読み取った非接触型ＩＣカード２０Ａ内の情報のうちの一部の情報を「撮
影画像関連情報」として決定し、当該撮影画像関連情報を撮影画像に関連づけて記憶する
動作を制御する。
【００３８】
　　　＜１－２．動作＞
　この実施形態では、図２および図４に示すような動作を想定する。なお、図４は、当該
動作を示すタイミングチャートである。
【００３９】
　まず、ユーザＵＡは、時刻Ｔ０において駅ＮＡ（例えば、「大阪駅」）に入場する。入
場の際には、ユーザＵＡは、携帯している非接触型ＩＣカード２０Ａを駅ＮＡの自動改札
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機Ｇａの読取部に接近させつつ軽く接触させる接近操作を行う。この接近操作に応じて、
当該自動改札機Ｇａは、入場記録を非接触型ＩＣカード２０Ａ内に書き込む。これによっ
て、入場記録が非接触型ＩＣカード２０Ａ内に記憶される。例えば、図３の欄Ｌ１に示す
ように、利用年月日「２００８年５月５日」、利用時刻「９時００分」、「入場」、入場
駅名「大阪駅」、カード残額「８０００円」などの情報が非接触型ＩＣカード２０Ａ内に
記憶される。なお、この時点では、欄Ｌ２～Ｌ４に示す情報は、未だ記憶されていない。
【００４０】
　その後、ユーザＵＡは、電車で移動して駅ＮＢ（例えば「京都駅」）に到着し、当該駅
ＮＢを時刻Ｔ１において退場する。退場の際には、ユーザＵＡは、携帯中の非接触型ＩＣ
カード２０Ａを駅ＮＢの自動改札機Ｇｂの読取部に接近させつつ軽く接触させる接近操作
を行う。この接近操作に応じて、当該自動改札機Ｇｂは、退場記録を非接触型ＩＣカード
２０Ａ内に書き込む。これによって、退場記録が非接触型ＩＣカード２０Ａ内に記憶され
る。例えば、図３の欄Ｌ２に示すように、利用年月日「２００８年５月５日」、利用時刻
「１０時００分」、「退場」、退場駅名「京都駅」、カード残額「７４６０円」などの情
報が非接触型ＩＣカード２０Ａ内に追記される。なお、この時点では、欄Ｌ３以降に示す
情報は未だ記憶されておらず、欄Ｌ２に示す情報が最新の情報である。
【００４１】
　以上のように、非接触型ＩＣカード２０Ａには、ユーザＵＡについての公共交通機関（
ここでは鉄道）の利用記録（利用履歴とも称する）が含まれている。ユーザＵＡは、デジ
タルカメラ１０Ａのユーザであり、非接触型ＩＣカード２０Ａのユーザでもある。また、
非接触型ＩＣカード２０Ａには、時刻（時間）に関連づけられた情報（「時間関連情報」
とも称する）である「入退場記録」が記録されている。なお、この「入退場記録」は、入
退場駅名称などの場所情報と、当該場所情報に対応する時刻である「入退場時刻」とが関
連づけられて記憶されている情報（「時間関連情報」）である、とも表現される。
【００４２】
　さらに、時刻Ｔ２（例えば、駅ＮＢからの出場直後）において、ユーザＵＡは、まず、
デジタルカメラ１０Ａのカード読取ボタン１４３を押下する。その後、ユーザＵＡは、非
接触型ＩＣカード２０Ａをカメラボディの下面側（したがってカードリーダ１８）に接近
させる接近操作（カードタッチ操作）を行う。この接近操作に応じて、デジタルカメラ１
０Ａは、非接触型ＩＣカード２０Ａ内の各種情報を、カードリーダ１８を利用して読み出
して不揮発性メモリ８に記憶する。また、デジタルカメラ１０Ａは、当該デジタルカメラ
１０Ａのモードを「データ付加モード」に設定する。この「データ付加モード」は、撮影
時において適宜のデータ（情報）を画像データに対して自動的に付加するモードである。
【００４３】
　その後、時刻Ｔ２以降においてデジタルカメラ１０Ａによる撮影が行われる際には、適
宜のデータ（「付加データ」とも称する）が撮影画像に対して関連づけて記憶される。す
なわち、各撮影画像の各撮影時点において、自動的に決定された付加データが自動的に撮
影画像に関連づけられて記憶される。詳細には、撮影画像の画像データに対して「付加デ
ータ」が付加された状態で記憶される。換言すれば、「付加データ」は、撮影画像データ
の一部として記憶される。
【００４４】
　この付加データの内容は、撮影画像の撮影時刻と、カードリーダ１８により読み取られ
不揮発性メモリ８に記憶されている時間関連情報（詳細には入退場記録（利用記録）に含
まれる時刻情報）とに基づいて決定される。
【００４５】
　たとえば、撮影画像の撮影時刻（時刻ＴＳ）よりも前であって且つ最も新しい時刻（時
刻Ｔ１）の入退場情報（図３の欄Ｌ２参照）に含まれる退場駅の情報が、「付加データ」
として決定される。詳細には、撮影画像の撮影時刻（時刻ＴＳ）よりも前であって且つ最
も新しい時刻に降車して退場（時刻Ｔ１）した退場駅（降車駅とも称する）（ＮＢ）の情
報が、「付加データ」として決定される。より具体的には、カードリーダ１８から読み出
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された直近の退場駅ＮＢの名称情報（例えば「京都駅」）が「付加データ」として決定さ
れる。このように、撮影画像の撮影時刻に対する最新の退場駅ＮＢの情報、すなわち、撮
影画像の撮影時刻に最も近い時刻の利用記録に関する場所情報が「付加データ」として決
定される。
【００４６】
　なお、この実施形態においては、この「付加データ」の内容は、時刻Ｔ２の接近操作の
直後に決定され、不揮発性メモリ８に一時的に記憶される。詳細には、デジタルカメラ１
０Ａは、非接触型ＩＣカード２０Ａから読み出した各種情報の中から、「付加データ」と
して選択されて決定された情報を不揮発性メモリ８に一時的に記憶する。そして、当該付
加データは、各撮影時点において、不揮発性メモリ８からメモリカード９へとコピー（複
製）して転送され、各撮影画像に関連づけて記憶される。
【００４７】
　図５は、所定形式（例えばＥＸＩＦ（Exchangeable Image File Format））で表現され
た１つの撮影画像のデータ（撮影画像データ）のメモリマップを示す図である。図５に示
すように、１つの撮影画像データは、タグ領域ＴＧと画像データ領域ＭＧとを有している
。
【００４８】
　画像データ領域ＭＧには、撮影画像の画像自体を表現するデータ（画像データ）が所定
形式（例えばＪＰＥＧ形式）で格納される。また、タグ領域ＴＧには、撮影画像に関連す
る様々な情報、例えば、撮影年月日、撮影時刻、撮影時のシャッタスピード、絞り値、Ｉ
ＳＯ感度等が格納される。また、このタグ領域ＴＧは、ユーザによる書き込みが許容され
ているユーザコメント領域、および開発会社（メーカ）による書き込みが許容されている
メーカノート領域をさらに有している。
【００４９】
　時刻Ｔ２から時刻Ｔ３（次述）までの各撮影時点においては、各撮影画像のタグ領域Ｔ
Ｇのうちの一部領域、例えばユーザコメント領域に、上述のような直近の退場駅ＮＢの名
称情報（例えば「京都駅」）が記憶される。なお、これに限定されず、ユーザコメント領
域以外の領域、例えばメーカノート領域に、上述のような直近の退場駅ＮＢの名称情報等
を記憶するようにしてもよい。
【００５０】
　具体的には、図６に示すように、時刻Ｔ２から時刻Ｔ３までに撮影された撮影画像デー
タ「PICT0001」、「PICT0002」...に関しては、そのタグ領域ＴＧに付加データ「京都駅
」が記憶される。なお、図６はメモリカード９内に格納される複数の撮影画像を概念的に
示す図である。
【００５１】
　なお、その後、時刻Ｔ３において、例えば、カード読取ボタン１４３を長押しすること
などによって「データ付加モード」の解除設定操作が実行されると、「データ付加モード
」が解除される。「データ付加モード」が解除された後の撮影時には、直近の退場駅情報
は、撮影画像データに付加されなくなる。
【００５２】
　その後、時刻Ｔ４以降においても同様の動作が繰り返される。
【００５３】
　例えば、ユーザＵＡが、非接触型ＩＣカード２０Ａを用いて時刻Ｔ４に駅ＮＣに入場し
て時刻Ｔ５に駅ＮＤから退場し、その後の時刻Ｔ６において、上述の接近操作（非接触型
ＩＣカード２０Ａをデジタルカメラ１０Ａに接近させる操作）等を行うものとする。この
時刻Ｔ６以降の撮影時点においては、今度は、直近の退場駅ＮＤの名称情報（例えば「神
戸駅」）が撮影画像に関連づけて記憶される。このようなデータ付加を伴う撮影動作は、
「データ付加モード」が解除されるまで継続される。
【００５４】
　具体的には、図６に示すように、時刻Ｔ６から時刻Ｔ７（データ付加モードの解除時刻
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）までに撮影された撮影画像データ「PICT0101」...に関しては、そのタグ領域ＴＧに付
加データ「神戸駅」が記憶される。
【００５５】
　上記のような動作によれば、撮影画像データに自動的にデータが付加されるので、簡易
に撮影画像に情報を付加することができる。すなわち、情報の検索および／または整理等
に利用可能な情報を簡易に付加することができる。また、普段携帯している非接触型ＩＣ
カード２０Ａを利用して、撮影画像データに自動的にデータを付加することができるので
、様々な状況において撮影画像に情報を付加することが可能である。そして、このような
情報を付加しておくことによれば、当該情報を検索時あるいは整理時のキーワードとして
利用することなどが可能になる。
【００５６】
　特に、上記特許文献１のような、撮影場所に予め設置された情報送信装置、および、特
許文献２のような車載カーナビゲーションシステムは、携帯することに適したものではな
い。これに対して、上記実施形態の非接触型ＩＣカード２０Ａは、携帯することに適した
ものであり、ユーザにより携帯されることが多いものである。この実施形態によれば、こ
のように利用し易い非接触型ＩＣカード２０Ａを用いて、簡易にデータ付加を行うことが
可能である。
【００５７】
　また、撮影画像の撮影時刻とカードリーダ１８により読み取った時間関連情報とに基づ
いて、付加データ（撮影画像関連情報）の内容が決定されるので、時間経過を考慮した適
切な内容の付加データを決定することが可能である。
【００５８】
　また、特に、非接触型ＩＣカード２０Ａ内の駅情報（場所情報）を付加データとして利
用することによれば、撮影画像の撮影場所の近くの駅（最寄り駅等）の情報（場所情報）
を容易に付加することが可能である。
【００５９】
　なお、上記実施形態においては、明示的な解除設定操作に応じて「データ付加モード」
が解除される場合を例示したが、これに限定されない。例えば、日付が変更されると、デ
ータ付加モードが自動的に解除されるようにしてもよい。あるいは、一定期間（例えば５
時間）が経過すると、データ付加モードが自動的に解除されるようにしてもよい。
【００６０】
　　＜２．第２実施形態＞
　上記第１実施形態においては、接近操作（カードタッチ操作）時点である時刻Ｔ２以後
において、撮影が行われるごとにデータが付加される場合を例示したがこれに限定されな
い。例えば、撮影済みの１つまたは複数の画像に対して、事後的にデータを付加するよう
にしてもよい。第２実施形態においては、このような変形例について説明する。以下では
、第１実施形態との相違点を中心に説明する。
【００６１】
　図７は、このような変形例に係るタイミングチャートである。図７では、降車駅ＮＢか
らの退場（時刻Ｔ１）後において、非接触型ＩＣカード２０Ａの接近操作（カードタッチ
操作）が行われることなく、デジタルカメラ１０Ａによる撮影動作が随時行われるものと
する。そのため、各撮影時点においては、データ付加処理は未だ実行されていない。
【００６２】
　その後、或る時点Ｔ９において、デジタルカメラ１０Ａのカード読取ボタン１４３の押
下操作と、非接触型ＩＣカード２０Ａをデジタルカメラ１０Ａに接近させる接近操作とが
実行されると、撮影済み画像に対する一括データ付加処理が行われる。
【００６３】
　例えば、図７に示すように、時刻Ｔ１から時刻Ｔ４までに撮影された撮影画像データに
は、直近の退場駅ＮＢの情報（例えば、駅名称「京都駅」）が付加される。また、時刻Ｔ
５から現在時刻Ｔ９までに撮影された撮影画像データには、直近の退場駅ＮＤの情報（例
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えば、駅名称「神戸駅」）が付加される。このように、各撮影画像の撮影時刻と、カード
リーダ１８によって読み出された非接触型ＩＣカード２０Ａ内の時間関連情報とに基づい
て、撮影時刻の直近の入退場駅ＮＢ（，ＮＣあるいはＮＤ）の名称情報等が「付加データ
」として決定され、当該付加データが各撮影画像に付加される。
【００６４】
　上記のような動作によれば、第１実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００６５】
　なお、ここでは一括データ付加、すなわち、メモリカード９内の全画像に対してデータ
が付加される場合を例示したが、これに限定されない。例えば、メモリカード９内の所定
フォルダ内の全画像に対してデータが付加されるようにしてもよい。あるいは、データ付
加処理が未だ行われていない撮影画像データに対してのみ、データ付加処理が行われるよ
うにしてもよい。また、ユーザによる明示的な選択操作に応じて選択された１つ又は複数
の撮影画像に対してのみデータ付加処理が行われるようにしてもよい。
【００６６】
　　＜３．第３実施形態＞
　第３実施形態も、第１実施形態の変形例である。第３実施形態においては、基本的には
第１実施形態と同様に、接近操作後の各撮影時点においてデータ付加処理が実行される。
ただし、その後に再び非接触型ＩＣカード２０Ａの接近操作が行われた際には、付加デー
タの修正処理が実行される。
【００６７】
　図８はこのような変形例に係るタイミングチャートである。図８に示すように、時刻Ｔ
２において接近操作が行われるとともに、データ付加モードが開始される点では、第１実
施形態（図４参照）と同様である。ただし、時刻Ｔ３以降においてもデータ付加モードが
解除されず、時刻Ｔ８が到来してもデータ付加モードが未だ設定されたままである点で第
１実施形態と相違する。また、時刻Ｔ８において、非接触型ＩＣカード２０Ａを用いた再
度の接近操作が行われている点においても第１実施形態と相違する。
【００６８】
　まず、時刻Ｔ２から時刻Ｔ４までの各撮影時点においては、それぞれの撮影画像データ
に駅ＮＢの情報が付加される。また、時刻Ｔ４から時刻Ｔ８までの各撮影時点においても
、それぞれの撮影画像データに最新の退場駅ＮＢの情報が一旦付加される。なお、時刻Ｔ
４から時刻Ｔ８までは接近操作（タッチ操作）が行われておらず、不揮発性メモリ８内の
最新の退場駅の情報が更新されていない。そのため、本来の最新の入退場駅ＮＤではなく
、それよりも前の入退場駅ＮＢが、付加データとして記憶される。
【００６９】
　その後、時刻Ｔ８において、非接触型ＩＣカード２０Ａを用いた再度の接近操作（カー
ドタッチ操作）が実行されると、次のようなデータ修正動作が実行される。
【００７０】
　具体的には、まず、非接触型ＩＣカード２０Ａから読み出された新たな入退場情報（乗
降情報）に基づいて、当該新たな入退場情報に含まれる時刻以後の撮影画像データに関す
る付加データを更新する。
【００７１】
　例えば、前回の非接触型ＩＣカード２０Ａによる接近動作時点Ｔ２以降において最初に
新たな入退場が行われた時刻（ここでは時刻Ｔ４）を求め、当該時刻Ｔ４以後に撮影され
た撮影画像の付加データを修正する。
【００７２】
　詳細には、時刻Ｔ４から時刻Ｔ５までの各撮影時点での撮影画像に関しては、駅ＮＢの
情報に代えて、直近の入退場駅（ここでは入場駅）駅ＮＣの情報が付加される。すなわち
、駅ＮＢの情報が消去され、駅ＮＣの情報（「京都駅」）が登録される。なお、ここでは
、駅ＮＢと駅ＮＣとが同一であるため結果的に「付加データ」は変化しないが、駅ＮＢと
駅ＮＣとが非同一の場合には、「付加データ」は変化する。
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【００７３】
　また、時刻Ｔ５から時刻Ｔ８までの各撮影時点での撮影画像に関しては、駅ＮＢの情報
に代えて、直近の入退場駅（ここでは退場駅）駅ＮＤの情報が付加される。すなわち、駅
ＮＢの情報が消去され、駅ＮＤの情報が登録される。すなわち、付加データが更新される
。
【００７４】
　以上のようにして、時刻Ｔ８以前に取得された撮影画像データに対する付加データの修
正動作が実行される。
【００７５】
　また、時刻Ｔ８以後においては、「データ付加モード」の設定が継続される限り、駅Ｎ
Ｄの情報が暫定的に付加される。その後、非接触型ＩＣカード２０Ａによる再度の接近操
作が実行されると、上記と同様に、付加データの修正動作が実行される。また、「データ
付加モード」が解除されると、撮影画像に対するデータ付加動作は実行されない。
【００７６】
　　＜４．第４実施形態＞
　上記第１実施形態から第３実施形態は、「乗車券カード」としての非接触型ＩＣカード
２０Ａを用いる場合を例示したが、これに限定されない。例えば、非接触型ＩＣカード２
０Ａに代えて、「電子マネーカード」としての非接触型ＩＣカード２０Ｂを用いるように
してもよい。この第４実施形態では、このような変形例について説明する。
【００７７】
　図９は、第４実施形態に係る操作の流れを示す概念図であり、図１０は、第４実施形態
に係るタイミングチャートである。
【００７８】
　図９および図１０に示すように、まず、ユーザＵＡが電子マネーカードを用いて店舗で
商品を購入する状況を想定する。具体的には、ユーザＵＡは、店舗ＰＡに設置された電子
マネー用端末ＭＴに対して非接触型ＩＣカード２０Ｂを接近させて、決済処理を行う（時
刻Ｔ２１）。詳細には、電子マネー用端末ＭＴによって、非接触型ＩＣカード２０Ｂの情
報に関する読み出し動作および書き込み動作が実行される。このとき、図１１の欄Ｌ１１
に示す情報が非接触型ＩＣカード２０Ｂに記録される。なお、欄Ｌ１２に示す情報は、こ
の時点では未だ記録されていない。
【００７９】
　図１１に示すように、利用年月日、利用時刻、店舗名、品名、価格、残額などの利用情
報（利用記録）が非接触型ＩＣカード２０Ｂに記憶される。電子マネーカードとして利用
可能な非接触型ＩＣカード２０Ｂとしては、近接型の非接触ＩＣカード、より詳細には、
「Ｅｄｙ」（商標）、「ｎａｎａｋｏ」（商標）などが例示される。
【００８０】
　このように、非接触型ＩＣカード２０Ｂには、ユーザＵＡについての電子マネーによる
購入記録（利用記録ないし利用履歴とも称する）が含まれている。ユーザＵＡは、デジタ
ルカメラ１０Ａのユーザであり、非接触型ＩＣカード２０Ｂのユーザでもある。また、非
接触型ＩＣカード２０Ｂには、時刻に関連づけられた情報（「時間関連情報」とも称する
）である「購入記録」が記録されている。なお、この「購入記録」は、購入店舗名称など
の場所情報と、当該場所情報に対応する時刻である「購入時刻」とが関連づけられて記憶
されている情報（「時間関連情報」）である、とも表現される。
【００８１】
　その後、ユーザＵＡは、時刻Ｔ２２（例えば、物品の購入直後）において、ユーザＵＡ
は、まず、デジタルカメラ１０Ａのカード読取ボタン１４３を押下し、その後に、非接触
型ＩＣカード２０Ｂをカメラボディの下面側（したがってカードリーダ１８）に接近させ
る接近操作を行う。この接近操作に応じて、デジタルカメラ１０Ａは、非接触型ＩＣカー
ド２０Ｂ内の各種情報を、カードリーダ１８を利用して読み出して、不揮発性メモリ８に
記憶する。また、デジタルカメラ１０Ａは、当該デジタルカメラ１０Ａのモードを「デー
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タ付加モード」に設定する。この「データ付加モード」は、撮影時において適宜のデータ
（情報）を画像データに対して自動的に付加するモードである。
【００８２】
　その後、時刻Ｔ２２以降においてデジタルカメラ１０Ａによる撮影が行われるときには
、カードリーダ１８から読み出された利用記録（購入記録）に基づく情報（場所情報等）
が付加データとして決定され、当該付加データが撮影画像に関連づけて記憶される。
【００８３】
　この付加データの内容は、撮影画像の撮影時刻と、カードリーダ１８により読み取られ
た時間関連情報（詳細には購入記録（利用記録）に含まれる時刻情報）とに基づいて決定
される。
【００８４】
　例えば、撮影画像の撮影時刻よりも前であって且つ最も新しい購入に関する情報が、「
付加データ」として決定される。換言すれば、撮影画像の撮影時刻に最も近い時刻の購入
記録に関する情報が「付加データ」として決定される。
【００８５】
　より具体的には、時刻Ｔ２３の撮影時点においては、カードリーダ１８から時刻Ｔ２２
に読み出された直近（時刻Ｔ２１）の購入情報に含まれる購入店舗ＰＡの名称情報（例え
ば店舗名称「名物○○屋」）が撮影画像に関連づけて記憶される。すなわち、撮影画像の
撮影時刻に対する最新の購入店舗ＰＡの情報が撮影画像に関連づけて記憶される。
【００８６】
　また、時刻Ｔ２２以降の撮影時においては、上述のような直近の購入関連情報（例えば
店舗ＰＡの名称「名物○○屋」）がユーザコメント領域（図５）等に記憶される。このよ
うなデータ付加を伴う撮影動作は、時刻Ｔ２９において「データ付加モード」が解除され
るまで継続される。
【００８７】
　その後においても同様の動作が実行される。
【００８８】
　例えば、ユーザＵＡが、時刻Ｔ３１に別の店舗ＰＢで別の商品を購入し、その後の時刻
Ｔ３２において、上述の接近操作（タッチ操作）等を行うものとする。この時刻Ｔ３２以
降の撮影時点においては、今度は、直近の購入記録に関する情報（例えば店舗ＰＢの名称
情報）が撮影画像に関連づけて記憶される。
【００８９】
　以上のような動作によれば、撮影画像データに自動的にデータが付加されるので、簡易
に撮影画像に情報を付加することができる。すなわち、情報の検索および／または整理等
に利用可能な情報を簡易に付加することができる。また、普段携帯している非接触型ＩＣ
カード２０Ｂを利用して、撮影画像データに自動的にデータを付加することができるので
、様々な状況において撮影画像に情報を付加することが可能である。
【００９０】
　また、特に、非接触型ＩＣカード２０Ｂ内の購入記録に含まれる場所情報（例えば店舗
名称情報）を付加データとして利用することによれば、撮影画像の撮影場所の近くの場所
情報を容易に付加することが可能である。
【００９１】
　なお、この実施形態においては、「付加データ」として、購入記録に関する情報、詳細
には店舗情報を例示したが、これに限定されない。例えば、最新の購入記録に含まれる購
入物品の情報（物品名称「○○菓子」）を「付加データ」として用いてもよい。あるいは
、購入物品の金額等を「付加データ」として用いるようにしてもよい。
【００９２】
　また、「付加データ」としては、図１２に示すように、施設入場料の購入に関する情報
を用いてもよい。より詳細には、施設入場料（例えば、「○○○球場」の入場料）の購入
に関する情報として、施設名称情報（例えば、「○○○球場」）を用いるようにしてもよ



(16) JP 4466714 B2 2010.5.26

10

20

30

40

50

い。
【００９３】
　また、各撮影画像データに対して単一種類のデータを付加データとして付加する態様に
限定されず、各撮影画像データに対して複数種類のデータを付加データとして付加するよ
うにしてもよい。
【００９４】
　また、この第４実施形態に関しても、第１実施形態に対する第２実施形態と同様の改変
が可能である。さらに、第１実施形態に対する第３実施形態と同様の改変等も可能である
。すなわち、撮影済みデータに対して事後的に付加データを付加するようにしてもよく、
あるいは、付加データに関する修正動作を実行するようにしてもよい。
【００９５】
　　＜５．第５実施形態＞
　上記実施形態においては、非接触通信型の携帯式情報記憶装置として、非接触型ＩＣカ
ード２０Ａ，２０Ｂを例示したが、これに限定されない。この第５実施形態では、非接触
通信型の携帯式情報記憶装置として、携帯電話機（２０Ｃ）を用いる場合を例示する。以
下では、第４実施形態との相違点を中心に説明する。
【００９６】
　図１３に示すように、携帯電話機２０Ｃは、上述の非接触型ＩＣカード２０Ｂと同等の
機能（情報記憶機能、およびデジタルカメラ１０Ａとの非接触通信機能等）を果たすこと
が可能なＩＣチップ２１を内蔵している。すなわち、携帯電話機２０Ｃは、非接触型ＩＣ
カード２０Ｂと同様、電子マネーによる決済機能等を有している。この携帯電話機２０Ｃ
は、非接触通信型の携帯式情報記憶装置として機能する。
【００９７】
　上述の第４実施形態においては、非接触型ＩＣカード（電子マネーカード）２０Ｂを用
いて、電子マネー用端末ＭＴに対する接近操作（時刻Ｔ２１）と、デジタルカメラ１０Ａ
に対する接近操作（時刻Ｔ２２）とを実行している（図１０参照）。
【００９８】
　これに対して、この第５実施形態においては、携帯電話機２０Ｃ（より詳細には、内蔵
のＩＣチップ２１）を用いて、電子マネー用端末ＭＴに対する接近操作（時刻Ｔ２１）と
、デジタルカメラ１０Ａに対する接近操作（時刻Ｔ２２）とを実行する。
【００９９】
　詳細には、時刻Ｔ２１において、携帯電話機２０ＣがユーザＵＡによって店舗内の電子
マネー用端末ＭＴに対して接近させられると、電子マネー用端末ＭＴによってＩＣチップ
２１の情報に関する読み出し動作および書き込み動作が実行され、決済処理が行われる。
【０１００】
　また、時刻Ｔ２２において、携帯電話機２０ＣがユーザＵＡによって所定の操作（カー
ド読取ボタン１４３の押下等）を伴ってデジタルカメラ１０Ａに対して接近させられると
、デジタルカメラ１０ＡによってＩＣチップ２１の情報に関する読み出し動作が実行され
る。
【０１０１】
　具体的には、デジタルカメラ１０Ａは、携帯電話機２０ＣのＩＣチップ２１内の各種情
報を、カードリーダ１８を利用して読み出し、不揮発性メモリ８に記憶する。なお、カー
ドリーダ１８は、カード情報だけでなく、携帯電話機２０Ｃに内蔵されたＩＣチップ２１
内の情報をも読み取る読取部として機能する。
【０１０２】
　また、このとき、デジタルカメラ１０Ａは、当該デジタルカメラ１０Ａのモードを「デ
ータ付加モード」に設定する。
【０１０３】
　その後、第４実施形態と同様の動作が実行される。例えば、時刻Ｔ２２（図１０参照）
以降においてデジタルカメラ１０Ａによる撮影が行われるときには、カードリーダ１８か



(17) JP 4466714 B2 2010.5.26

10

20

30

40

50

ら読み出された利用記録（購入記録）に基づく情報（場所情報等）が付加データとして決
定され、当該付加データが撮影画像に関連づけて記憶される。
【０１０４】
　上記のような動作によれば、撮影画像データに自動的にデータが付加されるので、簡易
に撮影画像に情報を付加することができる。すなわち、情報の検索および／または整理等
に利用可能な情報を簡易に付加することができる。また、普段携帯している携帯電話機２
０Ｃを利用して、撮影画像データに自動的にデータを付加することができるので、様々な
状況において撮影画像に情報を付加することが可能である。
【０１０５】
　なお、上記実施形態においては、携帯電話機２０ＣのＩＣチップ２１は、非接触型ＩＣ
カード２０Ｂと同等の機能を果たすものである場合を例示したが、これに限定されない。
例えば、非接触型ＩＣカード２０Ａと同等の機能を果たすものであってもよい。これによ
れば、乗車券カードとしての非接触型ＩＣカード２０Ａに記録された種々の情報を撮影画
像に関連づけて記憶することが可能になる。
【０１０６】
　あるいは、携帯電話機２０ＣのＩＣチップ２１は、非接触型ＩＣカード２０Ａおよび非
接触型ＩＣカード２０Ｂの双方と同等の機能を果たすものであってもよい。あるいは、Ｉ
Ｃチップ２１は、複数の種類の非接触型ＩＣカード２０Ａと同等の機能を果たすものであ
ってもよく、複数の種類の非接触型ＩＣカード２０Ｂと同等の機能を果たすものであって
もよい。なお、このように、携帯電話機２０Ｃが複数の種類のＩＣカードと同等の機能を
有する場合には、次のような動作が実行されるようにしてもよい。
【０１０７】
　具体的には、まず、時刻Ｔ２２において、携帯電話機２０ＣがユーザＵＡによって所定
の操作（カード読取ボタン１４３の押下等）を伴ってデジタルカメラ１０Ａに対して接近
させられると、デジタルカメラ１０ＡによってＩＣチップ２１の情報に関する読み出し動
作が実行される。詳細には、携帯電話機２０Ｃに設けられた通信用コイルとデジタルカメ
ラ１０Ａのカードリーダ１８とを用いて、携帯電話機２０Ｃとデジタルカメラ１０Ａとの
非接触通信が実行され、携帯電話機２０Ｃに内蔵されたＩＣチップ２１内の記憶領域から
情報が読み出される。
【０１０８】
　その後、デジタルカメラ１０Ａは、図１４に示すような選択用画面Ｇ５を背面モニタ１
２に表示させる。そして、マルチセレクタ１４４による操作によって、携帯電話機２０Ｃ
内に存在する複数のカード機能（例えば、「Ｅｄｙ」（商標）、「Ｓｕｉｃａ」（商標）
、「ｎａｎａｋｏ」（商標）、．．．）の中から、１つ又は２以上の所望のカード機能が
ユーザＵＡにより選択される。図１４においては、ユーザＵＡによる選択操作によって所
望のチェックボックスにチェック印が付されており、チェック印が付されたカード機能が
選択されている様子が示されている。このような選択操作が実行された後の撮影動作にお
いては、選択されたカード機能に対応する情報が撮影画像データに付加される。
【０１０９】
　以上のような動作も実行され得る。なお、ここではＩＣチップ２１内情報の読み出し動
作後にカード機能の選択を行う場合を例示しているが、これに限定されない。例えば、予
めカード機能の選択を行っておき、その後に、選択されたカード機能に関する情報をＩＣ
チップ２１から読み出すようにしてもよい。
【０１１０】
　　＜６．第６実施形態＞
　上記第５実施形態においては、携帯電話機２０ＣのＩＣチップ２１内部に記録されたデ
ータであってカード機能の種類に依存した内容のデータが、撮影画像データに付加される
「付加データ」として利用されている。
【０１１１】
　これに対して、この第６実施形態においては、カード種類に依存しない内容のデータ、
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換言すれば、任意の内容のデータを「付加データ」として利用する場合を例示する。
【０１１２】
　図１５は携帯電話機２０Ｄを示す図であり、図１６は、携帯電話機２０Ｄの表示部２２
に表示される内容を示す図である。また、図１７は携帯電話機２０Ｄ内部のメモリマップ
を示す図である。
【０１１３】
　図１７に示すように、携帯電話機２０Ｄの内部に設けられる不揮発性メモリ２４は、ア
プリケーション領域ＡＲとデータ領域ＤＲとを有している。アプリケーション領域ＡＲは
、携帯電話機２０Ｄ（詳細には、携帯電話機２０Ｄに内蔵されたコンピュータ（ＣＰＵ等
））上で実行可能なアプリケーションソフトウエアＡＰ１，ＡＰ２，...を格納する領域
である。また、データ領域ＤＲは、「Ｅｄｙ」（商標）および「Ｓｕｉｃａ」（商標）な
どの各種カード用のデータを格納する領域、ならびに着信音データおよびアドレス帳など
のその他のデータを格納する領域を有している。
【０１１４】
　アプリケーションソフトウエアＡＰ１は、携帯電話機２０Ｄ上において実行されること
によって、次のような機能を実現する。
【０１１５】
　まず、アプリケーションソフトウエアＡＰ１の実行が開始され所定の操作が行われると
、図１６に示すような入力受付画面Ｇ１１が表示部２２に表示される。これに対して、ユ
ーザは、携帯電話機２０Ｄの入力部（数字キー等を含む）２３を用いて、撮影画像データ
に付加したい文字を入力受付画面Ｇ１１に入力する。この情報入力操作において、例えば
図１６に示すように、撮影画像に関連づけたい文字情報（「○○○の誕生日」等）が入力
される。入力された文字情報は、不揮発性メモリ２４内の所定領域（アプリケーション領
域ＡＲ内のアプリケーションソフトウエアＡＰ１用データを格納するアドレス領域、ある
いは、データ領域ＤＲ内の所定のアドレス領域）Ｒ１に一時的に格納される。
【０１１６】
　つぎに、ユーザは、デジタルカメラ１０Ａに対して所定の操作（例えばカード読取ボタ
ン１４３の押下等）を行うとともに、携帯電話機２０Ｄに対して所定の操作（例えばメニ
ュー画面から通信開始メニューを選択する操作等）を行う。その後、ユーザは、携帯電話
機２０Ｄ（詳細にはＩＣチップ２１）をデジタルカメラ１０Ａの下面に軽く接触させる程
度にまで接近させる接近操作を行う。
【０１１７】
　そして、この接近操作に応じて、携帯電話機２０Ｄは、当該携帯電話機２０Ｄに内蔵さ
れる通信用コイルを用いて、デジタルカメラ１０Ａとの通信を実行する。携帯電話機２０
Ｄは、アプリケーションソフトウエアＡＰ１の制御下において、デジタルカメラ１０Ａと
の間で非接触式通信を実行する。そして、ＩＣチップ２１は、携帯電話機２０Ｄの不揮発
性メモリ内の所定領域Ｒ１に一時的に記憶されている情報を、デジタルカメラ１０Ａの撮
影画像に関連づけるべき情報として、デジタルカメラ１０Ａへと送信する。一方、デジタ
ルカメラ１０Ａは、カードリーダ１８とＩＣチップ２１との通信機能を利用して当該文字
情報を受信し（読み取り）、受信した文字情報を不揮発性メモリ８に記憶する。また、デ
ジタルカメラ１０Ａは、当該デジタルカメラ１０Ａのモードを「データ付加モード」に設
定する。
【０１１８】
　その後、第４実施形態と同様の動作が実行される。例えば、時刻Ｔ２２（図１０参照）
以降においてデジタルカメラ１０Ａによる撮影が行われるときには、携帯電話機２０Ｄを
用いて入力されカードリーダ１８により読み出された文字情報（場所情報等）が付加デー
タとして決定され、当該付加データが撮影画像に関連づけて記憶される。
【０１１９】
　上記のような動作によれば、撮影画像データに自動的にデータが付加されるので、簡易
に撮影画像に情報を付加することができる。すなわち、情報の検索および／または整理等
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に利用可能な情報を簡易に付加することができる。また、普段携帯している携帯電話機２
０Ｄを利用して、撮影画像データに自動的にデータを付加することができるので、様々な
状況において撮影画像に情報を付加することが可能である。
【０１２０】
　また特に、携帯電話機２０Ｄの入力部（数字キー等を含む）２３を用いた入力の操作性
は、（パーソナルコンピュータにおける入力用のキーボードを用いた入力の操作性には劣
るものの、）例えばデジタルカメラ１０Ａのマルチセレクタ１４４を用いたソフトウエア
キーボードによる入力の操作性に優っている。そのため、携帯電話機２０Ｄの入力部（数
字キー等を含む）２３を用いることによって、任意の内容の付加データを比較的簡易に入
力することができる。そして、このように簡易な入力手段を用いて入力した文字情報を、
さらにＩＣチップ２１とカードリーダ１８との通信によって、簡易に撮影画像画像データ
に付加することができる。
【０１２１】
　　＜７．第７実施形態＞
　上記第２実施形態においては、非接触型ＩＣカード２０Ａとデジタルカメラ１０Ａとの
通信によって、非接触型ＩＣカード２０Ａの情報をデジタルカメラ１０Ａのメモリカード
９内の撮影画像データに一括して付加する場合を例示したが、これに限定されない。例え
ば、デジタルカメラ１０Ａ以外の電子機器にも同様の思想を適用することができる。第７
実施形態においては、このような変形例について説明する。
【０１２２】
　図１８は、第７実施形態に係る電子機器３０を示す図である。ここでは、撮影画像デー
タを処理する電子機器３０としてパーソナルコンピュータを例示する。なお、電子機器３
０および非接触型ＩＣカード２０Ａは、撮影画像管理システムを構成する。
【０１２３】
　図１８に示すように、電子機器３０はカードリーダ１８を有している。そして、第２実
施形態と同様に、デジタルカメラ１０Ａによる各撮影画像の撮影時点では、データ付加処
理は未だ実行されていない。
【０１２４】
　その後、或る時点において、デジタルカメラ１０Ａ内の撮影画像データは、デジタルカ
メラ１０Ａから電子機器３０へと転送され、電子機器（パーソナルコンピュータ）３０内
の所定フォルダに格納されて管理される。その後、電子機器３０において所定のプログラ
ム（画像管理プログラム）が実行された状態において、所定の操作（メニュー画面での選
択操作等）が実行されると、カードリーダ１８による読み込み処理が有効化される。そし
て、非接触型ＩＣカード２０Ａを電子機器３０のカードリーダ１８に接近させる接近操作
が行われると、所定フォルダ内の撮影済み画像に対する一括データ付加処理が行われる。
【０１２５】
　例えば、図７と同様に、時刻Ｔ１から時刻Ｔ４までに撮影された撮影画像データには、
直近の退場駅ＮＢの情報（例えば、駅名称「京都駅」）が付加される。また、時刻Ｔ５か
ら現在時刻Ｔ９までに撮影された撮影画像データには、直近の退場駅ＮＤの情報（例えば
、駅名称「神戸駅」）が付加される。
【０１２６】
　上記のような動作によれば、第２実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１２７】
　なお、ここでは所定フォルダ内の全撮影画像に関する一括データ付加処理が実行される
場合を例示したが、これに限定されない。例えば、第２実施形態で例示したような様々な
改変が可能である。
【０１２８】
　また、ここでは、非接触通信型の携帯式情報記憶装置として、非接触型ＩＣカード２０
Ａが用いられているが、これに限定されない。例えば、非接触型ＩＣカード２０Ｂが用い
られてもよい。あるいは、ＩＣチップ２１を内蔵する携帯電話機２０Ｃなどが用いられて
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もよい。
【０１２９】
　　＜８．その他＞
　以上、この発明の実施の形態について説明したが、この発明は上記説明した内容のもの
に限定されるものではない。
【０１３０】
　例えば、上記第７実施形態においては、電子機器としてパーソナルコンピュータを例示
したが、これに限定されず、フォトビューワーなどの他の種類の電子機器であってもよい
。
【０１３１】
　また、第４実施形態、第５実施形態および第６実施形態に関しても、第１実施形態に対
する第２実施形態と同様の改変が可能である。さらに、第１実施形態に対する第３実施形
態と同様の改変等も可能である。すなわち、撮影済みデータに対して事後的に付加データ
を付加するようにしてもよく、あるいは、付加データに関する修正動作を実行するように
してもよい。
【０１３２】
　また、上記各実施形態においては、撮像装置１のユーザと、非接触通信型の携帯式情報
記憶装置のユーザとが同一である場合を例示したが、これに限定されず、撮像装置１のユ
ーザと、非接触通信型の携帯式情報記憶装置のユーザとは同一でなくてもよい。例えば、
撮像装置１のユーザＵＡに、非接触型ＩＣカード２０Ａ等のユーザＵＢが同行している場
合に、当該同行ユーザＵＢ所有の当該非接触型ＩＣカード２０Ａ等のデータを、ユーザＵ
Ａ所有の撮像装置１に読み取らせるようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１３３】
【図１】撮像システムの構成を示す概略図である。
【図２】撮像システムの利用態様を示す概念図である。
【図３】非接触型ＩＣカード内の記録内容を示す図である。
【図４】第１実施形態に係る動作を示すタイミングチャートである。
【図５】撮影画像データのメモリマップを示す図である。
【図６】複数の撮影画像を概念的に示す図である。
【図７】第２実施形態に係る動作を示すタイミングチャートである。
【図８】第３実施形態に係る動作を示すタイミングチャートである。
【図９】第４実施形態に係る操作の流れを示す概念図である。
【図１０】第４実施形態に係る動作を示すタイミングチャートである。
【図１１】非接触型ＩＣカード内の記録内容を示す図である。
【図１２】別の記録内容を示す図である。
【図１３】第５実施形態におけるシステム構成を示す図である。
【図１４】選択用画面を示す図である。
【図１５】第６実施形態に係る携帯電話機を示す図である。
【図１６】携帯電話機の表示部での表示内容を示す図である。
【図１７】携帯電話機内のメモリマップを示す図である。
【図１８】第７実施形態におけるシステム構成を示す図である。
【符号の説明】
【０１３４】
　１０Ａ　デジタルカメラ
　１２　背面モニタ
　１８　カードリーダ
　２０Ａ，２０Ｂ　非接触型ＩＣカード
　２０Ｃ，２０Ｄ　携帯電話機
　２１　ＩＣチップ
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　２２　表示部
　１４３　カード読取ボタン
　１４４　マルチセレクタ
　Ｇａ，Ｇｂ　自動改札機
　ＭＧ　画像データ領域
　ＭＴ　電子マネー用端末
　ＮＡ～ＮＤ　駅
　ＰＡ，ＰＢ　店舗
　ＴＧ　タグ領域

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】
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